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（別紙）

新 旧 対 照 表
指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について

（昭和６３年２月１２日付け社庶第２９号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知）

新 旧

別添１ 別添１
指定施設における業務の範囲等 指定施設における業務の範囲等

１ 福祉に関する相談援助業務の範囲 １ 福祉に関する相談援助業務の範囲
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）（以下 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和６２年厚生省令第４９号）（以下
「施行規則」という。）第２条第１号から第１３号までに定める施設におい 「施行規則」という。）第２条第１号から第１３号までに定める施設におい
て、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとお て、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとお
りとする。 りとする。
（１）～（２３） （略） （１）～（２３） （略）

（２４）施行規則第２条第１３号に規定する障害者支援施設にあっては、障害 （２４）施行規則第２条第１３号に規定する障害者支援施設にあっては、障害
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支 者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成１
援施設の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号） ８年厚生労働省令第１７７号）第１１条第１項第２号イ⑵、第３号イ⑴及び
第１１条第１項第２号イ⑵、第３号イ⑴及びロ、第４号イ⑴（同号ロにおい ロ、第４号イ⑴（同号ロにおいて読み替えられる場合を含む。）及びハ、第
て読み替えられる場合を含む。）及びハ、第５号イ⑴及びロ⑴並びに第６号 ５号イ⑴及びロ⑴並びに第６号イ⑴に規定する生活支援員、同項第５号イ⑵
イ⑴に規定する生活支援員、同項第５号イ⑵に規定する就労支援員及び同項 に規定する就労支援員及び同項第２号イ⑶、第３号イ⑵、第４号イ⑵、第５
第２号イ⑶、第３号イ⑵、第４号イ⑵、第５号イ⑶及びロ⑵並びに第６号イ 号イ⑶及びロ⑵並びに第６号イ⑵に規定するサービス管理責任者
⑵に規定するサービス管理責任者

（２５）施行規則第２条第１３号に規定する地域活動支援センターにあって （２５）施行規則第２条第１３号に規定する地域活動支援センターにあって
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく は、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関す
地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省 る基準（平成１８年厚生労働省令第１７５号）第９条第１項第２号に規定す
令第１７５号）第９条第１項第２号に規定する指導員 る指導員

（２６）施行規則第２条第１３号に規定する福祉ホームにあっては、障害者の （２６）施行規則第２条第１３号に規定する福祉ホームにあっては、障害者自
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの 立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生
設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７６号）第１０条 労働省令第１７６号）第１０条第１項に規定する管理人
第１項に規定する管理人

（２７）施行規則第２条第１３号に規定する障害者の日常生活及び社会生活を （２７）施行規則第２条第１３号に規定する障害者自立支援法（平成１７年法
総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「障害者総 律第１２３号）附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営を
合支援法」という。）附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により することができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設にあ
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運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施 っては、障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等
設にあっては、障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の に関する省令（平成１８年厚生労働省令第１６９号。以下「整備省令」とい
整備等に関する省令（平成１８年厚生労働省令第１６９号。以下「整備省 う。）第３１条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運
令」という。）第３１条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設 営に関する基準（平成１５年厚生労働省令第２１号）第１６条第１項第３
備及び運営に関する基準（平成１５年厚生労働省令第２１号）第１６条第１ 号、第１７条第１項第３号、第１８条第１項第３号、第１９条第１項第３
項第３号、第１７条第１項第３号、第１８条第１項第３号、第１９条第１項 号、第３８条第１項第３号、第５６条第１項第３号、第５７条第１項第３号
第３号、第３８条第１項第３号、第５６条第１項第３号、第５７条第１項第 及び第５８条第１項第３号に規定する生活支援員並びに「身体障害者福祉工
３号及び第５８条第１項第３号に規定する生活支援員並びに「身体障害者福 場の設備及び運営について」（昭和４７年７月２２日付け社更第１２８号）
祉工場の設備及び運営について」（昭和４７年７月２２日付け社更第１２８ 別紙（身体障害者福祉工場設置要綱）７に規定する指導員
号）別紙（身体障害者福祉工場設置要綱）７に規定する指導員

（２８）施行規則第２条第１３号に規定する障害者総合支援法附則第４８条の （２８）施行規則第２条第１３号に規定する障害者自立支援法附則第４８条の
規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に 規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に
規定する精神障害者社会復帰施設にあっては、整備省令第１条の規定による 規定する精神障害者社会復帰施設にあっては、整備省令第１条の規定による
廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成１２年 廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成１２年
厚生省令第８７号）第１６条第１項第２号、第２６条第１項第２号及び第４ 厚生省令第８７号）第１６条第１項第２号、第２６条第１項第２号及び第４
項第２号並びに第３７条第１項第２号に規定する精神保健福祉士及び精神障 項第２号並びに第３７条第１項第２号に規定する精神保健福祉士及び精神障
害者社会復帰指導員並びに同令第３３条第１項第１号に規定する管理人 害者社会復帰指導員並びに同令第３３条第１項第１号に規定する管理人

（２９）施行規則第２条第１３号に規定する障害者総合支援法附則第５８条第 （２９）施行規則第２条第１３号に規定する障害者自立支援法附則第５８条第
１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた １項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた
同項に規定する知的障害者援護施設にあっては、整備省令第１条の規定によ 同項に規定する知的障害者援護施設にあっては、整備省令第１条の規定によ
る廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成１５年厚 る廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成１５年厚
生労働省令第２２号）第２８条第１項第３号、第２９条第１項第３号、第５ 生労働省令第２２号）第２８条第１項第３号、第２９条第１項第３号、第５
２条第１項第３号、第５３条第１項第３号、第５４条第１項第２号及び第６ ２条第１項第３号、第５３条第１項第３号、第５４条第１項第２号及び第６
３条第１項第３号に規定する生活支援員 ３条第１項第３号に規定する生活支援員

（３０）施行規則第２条第１３号に規定する障害福祉サービス事業にあって （３０）施行規則第２条第１３号に規定する障害福祉サービス事業にあって
は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく は、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す
障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省 る基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）第１２条第１項第４号、第３
令第１７４号）第１２条第１項第４号、第３９条第１項第３号、第５２条第 ９条第１項第３号、第５２条第１項第２号及び第２項、第５９条第１項第２
１項第２号及び第２項、第５９条第１項第２号（第２項において読み替えら 号（第２項において読み替えられる場合を含む。）及び第３項、第６４条第
れる場合を含む。）及び第３項、第６４条第１項第２号、第６５条第１項第 １項第２号、第６５条第１項第２号並びに第７５条第１項第２号（第８８条
２号並びに第７５条第１項第２号（第８８条において準用する場合を含 において準用する場合を含む。）に規定する生活支援員、同令第６４条第１
む。）に規定する生活支援員、同令第６４条第１項第３号に規定する就労支 項第３号に規定する就労支援員及び同令第１２条第１項第５号、第３９条第
援員及び同令第１２条第１項第５号、第３９条第１項第４号、第５２条第１ １項第４号、第５２条第１項第３号、第５９条第１項第４号、第６４条第１
項第３号、第５９条第１項第４号、第６４条第１項第４号、第６５条第１項 項第４号、第６５条第１項第３号及び第７５条第１項第３号（第８８条にお
第３号及び第７５条第１項第３号（第８８条において準用する場合を含 いて準用する場合を含む。）に規定するサービス管理責任者
む。）に規定するサービス管理責任者
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（３１）施行規則第２条第１３号に規定する一般相談支援事業を行う施設にあ （３１）施行規則第２条第１３号に規定する一般相談支援事業を行う施設にあ
っては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基 っては、障害者自立支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営
づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生 に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２７号）第３条に規定する相談支
労働省令第２７号）第３条に規定する相談支援専門員 援専門員

（３２）施行規則第２条第１３号に規定する特定相談支援事業を行う施設にあ （３２）施行規則第２条第１３号に規定する特定相談支援事業を行う施設にあ
っては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基 っては、障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営
づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成２４年厚生 に関する基準（平成２４年厚生労働省令第２８号）第３条に規定する相談支
労働省令第２８号）第３条に規定する相談支援専門員 援専門員

２ 施行規則第２条第１４号に規定する施設及び当該施設において福祉に関する ２ 施行規則第２条第１４号に規定する施設及び当該施設において福祉に関する
相談援助の実務経験を有すると認められる職種の範囲 相談援助の実務経験を有すると認められる職種の範囲
施行規則第２条第１号から第１３号までに掲げる施設に準ずる施設として厚 施行規則第２条第１号から第１３号までに掲げる施設に準ずる施設として厚

生労働大臣が認める施設及び当該施設において、福祉に関する相談援助の実務 生労働大臣が認める施設及び当該施設において、福祉に関する相談援助の実務
経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。 経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。
（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７）都道府県社会福祉協議会 （７）都道府県社会福祉協議会
・「セーフティネット支援対策等事業の実施について」（平成１７年３月３ ・「セーフティネット支援対策等事業の実施について」（平成１７年３月３
１日付け社援発第０３３１０２１号）別添１１（日常生活自立支援事業実施 １日付け社援発第０３３１０２１号）別添１０（日常生活自立支援事業実施
要領）５に規定する専門員 要領）５に規定する専門員

（８）～（２３） （略） （８）～（２３） （略）

（２４）障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、 （２４）障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、
重度障害者等包括支援、共同生活介護又は共同生活援助を行う施設 重度障害者等包括支援、共同生活介護又は共同生活援助を行う施設
・相談援助業務を行っている専任の職員 ・相談援助業務を行っている専任の職員

（２５）～（５２） （略） （２５）～（５２） （略）

（５３）「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（平成 （５３）「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」（平成
２０年法律第９６号）第３条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に ２０年法律第９６号）第３条の規定による改正前の障害者の雇用の促進等に
関する法律（以下「旧法」という。）第２７条に規定する「障害者雇用支援 関する法律第２７条に規定する「障害者雇用支援センター」
センター」
・旧法第２８条第１号、第２号及び第７号に規定する業務を行う職員 ・障害者の雇用の促進等に関する法律第２８条第１号、第２号及び第７号に

規定する業務を行う職員

（５４）～（５６） （略） （５４）～（５６） （略）

３ ２（５６）の厚生労働大臣の個別認定の取扱い要領 ３ ２（５６）の厚生労働大臣の個別認定の取扱い要領
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（１）～（２） （略） （１）～（２） （略）

別添２ 別添２

介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等 介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等

１ 介護等の業務の範囲 １ 介護等の業務の範囲
介護等の業務に従事したと認められる者は、次のとおりとする。 介護等の業務に従事したと認められる者は、次のとおりとする。

（１） （略） （１） （略）

（２）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１ （２）障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）附則第４１条第１項の
７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）附則第４１条第 規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附
１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた 則第４１条第１項に規定する身体障害者更生援護施設（同法附則第３５条の
同法附則第４１条第１項に規定する身体障害者更生援護施設（同法附則第３ 規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第２９
５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 条に規定する身体障害者更生施設、同法第３０条に規定する身体障害者療護
第２９条に規定する身体障害者更生施設、同法第３０条に規定する身体障害 施設及び同法第３１条に規定する身体障害者授産施設に限る。）、障害者自
者療護施設及び同法第３１条に規定する身体障害者授産施設に限る。）、同 立支援法に規定する地域活動支援センターを行う事業所又は障害者支援施設
法に規定する地域活動支援センターを行う事業所又は障害者支援施設の従業 の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
者のうち、その主たる業務が介護等である者

（３）～（４） （略） （３）～（４） （略）

（５）障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重 （５）障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重
度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自 度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自
立訓練、就労移行支援、就労継続支援（重度障害者等包括支援において提供 立訓練、就労移行支援、就労継続支援（重度障害者等包括支援において提供
される場合を含む。）若しくは共同生活援助又は療養介護を行う事業所の従 される場合を含む。）若しくは共同生活援助又は療養介護を行う事業所の従
業者のうち、その主たる業務が介護等である者 業者のうち、その主たる業務が介護等である者

（６）障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉政策 （６）整備法第３条による改正前の障害者自立支援法に規定する児童デイサー
を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の ビスを行っている事業所の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者
整備に関する法律（平成２２年法律第７１号）第３条による改正前の障害者
自立支援法に規定する児童デイサービスを行っている事業所の従業者のう
ち、その主たる業務が介護等である者

（７）～（１８） （略） （７）～（１８） （略）

（１９）「高齢者の居住の安定確保に関する法律」（平成１３年法律第２６
号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の職員のうち、そ
の主たる業務が介護等の業務である者
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（２０）～（２１） （略） （１９）～（２０） （略）

（２２）医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院 （２１）医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７条第２項第１号に規定する

又は診療所において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる 精神病床により構成される病棟等、第４号に規定する療養病床により構成さ
業務が介護等の業務である者 れる病棟等（（１９）及び（２０）に定める病棟等を除く。）及び第５号に

規定する一般病床により構成される病棟等において看護の補助の業務に従事
する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

（２３）～（３４） （略） （２２）～（３３） （略）

２ 業務従事期間の計算方法 ２ 業務従事期間の計算方法
介護等の業務に従事した期間は、１の（１）から（３４）までに掲げる者と 介護等の業務に従事した期間は、１の（１）から（３３）までに掲げる者と

して現に従事した期間を通算して計算するものとし、１の（１）から（３４） して現に従事した期間を通算して計算するものとし、１の（１）から（３３）
までに掲げる者であった期間が通算１０９５日以上であり、かつ、介護等の業 までに掲げる者であった期間が通算１０９５日以上であり、かつ、介護等の業
務に現に就労した日数が５４０日以上である場合に、法第４０条第２項第２号 務に現に就労した日数が５４０日以上である場合に、法第４０条第２項第２号
に該当するものとする。ただし、法附則第２条第１項に該当する者について に該当するものとする。ただし、法附則第２条第１項に該当する者について
は、１の（１）から（３４）までに掲げる者であった期間が通算２７３日以上 は、１の（１）から（３３）までに掲げる者であった期間が通算２７３日以上
であり、かつ、介護等の業務に現に就労した日数が１３５日以上とする。 であり、かつ、介護等の業務に現に就労した日数が１３５日以上とする。

３ 業務従事期間の認定方法 ３ 業務従事期間の認定方法
介護等の業務に従事していたことの認定は、１の（１）から（２３）まで及 介護等の業務に従事していたことの認定は、１の（１）から（２２）まで及

び（２５）から（３４）までに掲げる者であった期間については、使用者又は び（２４）から（３３）までに掲げる者であった期間については、使用者又は
施設、事業所等の長、１の（２４）に掲げる者であった期間については、使用 施設、事業所等の長、１の（２３）に掲げる者であった期間については、使用
者又は有料職業紹介所の所長が発行する介護業務従事期間証明書（別記様式） 者又は有料職業紹介所の所長が発行する介護業務従事期間証明書（別記様式）
に基づいて厚生労働大臣（試験事務を指定試験機関に行わせる場合にあって に基づいて厚生労働大臣（試験事務を指定試験機関に行わせる場合にあって
は、指定試験機関の長）が行う。 は、指定試験機関の長）が行う。


